
春日部市法人設立応援補助金のご案内 

 

①事業の目的 

 この補助金は、初めて法人を設立する方を対象に、法人を設立する際にかかる登録免許税の一

部を補助するもので、市内で創業を希望する方を後押しし、市内経済を活性化することを目的

としています。 

②補助対象者 

 市内で初めて起業した人で、次の要件を全て満たす人が対象です。 

１ 市内に事業所などを設置し、または設置しようとしていること 

２ 市内に事業を行うこと 

３ 市税などを完納していること 

４ 許認可などを必要とする業種の場合は、既に当該許認可を受けていること 

５ 個人事業主の場合は、個人事業主の開業などの届け出をしてから 5 年を経過していないこと 

６ 春日部市特定創業支援等事業による支援を受けて（※）会社法に基づく株式会社、合名会社、 

  合資会社または合同会社を設立したこと 

※春日部市特定創業支援等事業については、裏面をご覧ください。 

③補助対象経費及び補助金の額 

 登録免許税の 4 分の 1（租税特別措置法第 80 条第 2 項各号の規定により登録免許税の軽減措

置を受けている場合は、当該軽減後の金額の 2 分の 1）または 37,000 円のいずれか低い額

を、毎年度予算の範囲内で補助します。 

 ※算出した補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、切り捨て 

④申請時に必要な書類 

 補助金の交付の申請をしようとする人は、春日部市法人設立応援補助金交付申請書（様式第 1

号）に、次に掲げる書類を添えて商工振興課に提出してください。（様式は市 HP に掲載） 

１ 補助対象経費に係る領収書 

２ 営業許可証の写し（許認可を必要とする業種の場合に限る） 

３ 市税等の納付状況を確認できる書類 

４ 当該法人の登記事項証明書の写し 

５ 産業競争力強化法第 2 条第 2２項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けているこ

とを証する書類 

６ その他市長が必要と認める書類 

 

春日部市商工振興課 企業誘致担当 電話 048-736-1111（内線 3554） 

〒344-8577 春日部市中央 7-2-1 第二庁舎 3 階 

 

問合せ先 



 春日部市は、平成 27 年 2 月 27 日に国（経済産業省・総務省）の「創業支援計画」の認定を

受け、市内で創業を希望する方を応援しています。 

 また、計画の中で特に創業の確率が高まると考えられる支援を「春日部市特定創業支援等事

業」として位置づけています。春日部市特定創業支援等事業による支援を受けた創業者について

は、創業の際に国からの支援が受けられます。 

 

春日部市特定創業支援等事業とは 

 創業支援事業計画に掲げる事業の中で、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の知識が全

て身につく継続的な支援のことで、４回以上１ヶ月以上の継続的な支援を創業希望者に対して行

う事業を言います。特定創業支援等事業を受けた方は、その後創業する際に国からの支援を受け

ることができます。 

 なお、春日部市特定創業支援等事業は、「ワンストップ相談窓口」（春日部商工会議所中小企業

相談所、庄和商工会）、「創業塾」（ふれあいキューブ創業支援ルーム）、「創業窓口相談」・「創業セ

ミナー」（創業ベンチャー支援センター埼玉）となります。創業塾の開催時期については、市広報

及びＨＰ等にてお知らせいたします。 

 

実施内容 

 ■ワンストップ相談窓口（春日部市特定創業支援等事業） 春日部商工会議所中小企業相談所、庄和商工会 

「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」等の指導を、1 ヶ月以上に渡って 4 回以上受け創業した方

（特定創業支援等事業を受けた方）は、創業の際に国からの支援が受けられます。 

＊連絡先＊ 

 【春日部商工会議所中小企業相談所】 

  ☎048-763-1122 8：45～17：15（土・日・祝日・年末年始を除く） 

  ホームページ http://www.kasukabe-cci.or.jp/sp_sougyoushien.html 

 【庄和商工会】 

  ☎048-746-0611 8：30～17：15（土・日・祝日・年末年始を除く） 

  ホームページ https://www.syokoukai.or.jp/syowa/index.html 

 

■創業塾（春日部市特定創業支援等事業）東部地域振興ふれあい拠点施設 ふれあいキューブ 5 階創業支援ルーム 

 「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」等について、全４回程度（１ヶ月程度） の連続講座を行い

ます。開催日時等については、市広報・HP 及び創業支援ルームの HP 等でお知らせします。創業塾

に参加し全過程を受講した方は、創業の際に国からの支援が受けられます。 

＊連絡先＊ 

 【創業支援ルーム】 

  ☎050-3353-5334 9：00～17：30（土・日・祝祭日・年末年始を除く） 

  ホームページ http://kasukabehall.jp/sogyoshien01.html 

 

その他の春日部市特定創業支援等事業は市公式ホームページからご確認ください。 

 https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/shokoshinkoka/gyomuannai/2/6223.html 

 

 


